
徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
（
平
成
二
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
徳
島
県
立
図
書
館
（
以
下
「
図
書
館
」
と
い
う
。）
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

読
書
の
振
興
に
関
す
る
集
会
等
の
文
化
活
動
の
た
め
に
集
会
室
一
及
び
集
会
室
二
を
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

第
二
条
の
表
徳
島
県
立
博
物
館
（
以
下
「
博
物
館
」
と
い
う
。）
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

考
古
、
歴
史
、
民
俗
、
美
術
工
芸
、
動
物
、
植
物
及
び
地
学
に
関
す
る
講
座
等
の
文
化
活
動
の
た
め
に
博
物
館
講
座
室
を
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

第
二
条
の
表
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
（
以
下
「
美
術
館
」
と
い
う
。）
の
項
第
四
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
及
び
美
術
に
関
す
る
講
座
等
の
文
化
活
動
の
た
め
に
美
術
館
講
座
室
を
利
用

に
供
す
る
こ
と
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
表
中
「
美
術
館

ギ
ャ
ラ
リ
ー

」
を

「
図
書
館

集
会
室
一

集
会
室
二

博
物
館

博
物
館
講
座
室

美
術
館

ギ
ャ
ラ
リ
ー

美
術
館
講
座
室

」
に
、「
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー

第
四
十
七
号

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
八
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
四
十
七
号

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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」
を

「
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー

ス
タ
ジ
オ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー

午

前

三
、
三
○
○
円

午

後

五
、
五
○
○
円

夜

間

四
、
二
○
○
円
」

を
「

集
会
室
一

午

前

二
、
二
○
○
円

午

後

三
、
六
○
○
円

集
会
室
二

午

前

一
、
一
○
○
円

午

後

一
、
七
八
○
円

博
物
館
講
座
室

午

前

二
、
一
○
○
円

午

後

三
、
四
○
○
円

ギ
ャ
ラ
リ
ー

午

前

三
、
三
○
○
円

午

後

五
、
五
○
○
円

夜

間

四
、
二
○
○
円

美
術
館
講
座
室

午

前

一
、
六
○
○
円

午

後

二
、
六
○
○
円
」

に
、

「
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー

午

前

一
、
一
○
○
円

午

後

一
、
七
八
○
円

夜

間

一
、
五
一
○
円
」

を
「

ミ
ニ
シ
ア
タ
ー

午

前

一
、
一
○
○
円

午

後

一
、
七
八
○
円

夜

間

一
、
五
一
○
円

ス
タ
ジ
オ

午

前

一
、
一
○
○
円

午

後

一
、
七
八
○
円

夜

間

一
、
五
一
○
円

午

前

八
○
○
円

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

午

後

一
、
二
八
○
円

に
改
め
、
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校
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夜

間

一
、
一
○
○
円
」

同
表
の
備
考
第
三
項
中
「
場
合
の
」
の
下
に
「
集
会
室
一
、
集
会
室
二
、
博
物
館
講
座
室
、」
を
、「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
の
下
に
「
、
美
術
館
講
座
室
」
を
、「
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
」
の
下
に
「
、

ス
タ
ジ
オ
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
の
利
用
の
増
進
を
図
る
た
め
、
新
た
に
徳
島
県
立
図
書
館
の
集
会
室
等
を
県
民
の
利
用
に
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。
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